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4 　介護保険法案の国会審議と成立
　介護保険法案は平成 8年11月に臨時国会に提
出されましたが，この臨時国会は会期が20日と
短かったため，本格的な法案審議は翌平成 9年
の通常国会から行われました。
　当時は，自民・社民・さきがけの 3党連立政
権であり，野党は，介護保険法案について立場
が分かれていました。最大野党の新進党は，高
齢者医療・基礎年金など高齢者に係る社会保障
は租税財源で賄うべきとの主張をしており，介
護についても税方式を主張していました。それ
に対し，民主党は，基本的に介護保険制度創設
に賛成しており，その修正要求も，法案賛成の
立場から，市町村が介護保険事業計画を策定・
変更する場合に被保険者の意見を反映する旨の
規定（いわゆる「市民参加条項」）や，法律施
行後に制度見直しの検討を行う規定について，
「法施行後 3年を目途」という期間の定めを設
けること等を求めるものでした。
　与党である自民党も，これを受け市民参加条
項の追加および法律施行後の制度見直しの検討
について，「法施行後 5年を目途」と規定する
ことを内容とする法案修正に応じる旨回答し，
この修正案に合意した，自民党・民主党・社民
党・21世紀の 4会派協定案による修正の上，介
護保険法案は，平成 9年 5月に，衆議院で可決
されました。
　参議院では，残りの会期が短く継続審議とな
りましたが，同年秋の臨時国会において，12月
に，自民党・社民党・民緑（民主党の参議院院
内会派）・太陽党の 4会派共同提案で，「介護保
険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう国
が講ずべき必要な各般の措置として，保健医療
サービスおよび福祉サービス提供体制の確保に
関する施策を明記する」旨の条文修正が行われ，
介護保険法案は可決成立しました注1）。

5 　制度実施までの間の政治的動き
　介護保険法案の国会審議は，国会提出後 1年
1カ月かかり，その間，健康保険法改正案の優
先審議により 1カ月間の中断期間はあったもの
の，円滑に審議が進み，可決成立までこぎ着け
ることができました。ところが，法律成立後，
平成12年 4 月までの実施準備期間に，大きな政
治的動きに翻弄されることになりました。
　まず，厚生省が制度の施行準備を進めていく
中で，平成10年10月から12月にかけて，全国町
村会および全国市長会から介護保険制度に関す
る要望が提出されました。その内容は，家族介
護に対する現金給付を認めること，保険者に対
する国や都道府県の財政措置の強化等を求める
ものでした。
　こうした動きを背景に，平成10年末の自民党
と自由党の連立政権合意により与党になった自
由党は，介護を税方式に改めることおよび平成
11年度予算に介護保険関連予算を計上しないこ
とを強く求め，介護保険の実施凍結論が浮上し
ましたが，すぐに自民党や厚生省の巻き返しに
より，延期論は否定されました。
　しかし，平成11年 5 月に野中官房長官の，実
施準備が遅れている市町村の状況について政府
として悩んでいる旨の発言により，また延期論
が浮上し，その後の野中官房長官や宮下厚生大
臣の延期否定発言，推進派の小泉議員や丹羽議
員による延期論の批判，他方で慎重派の亀井議
員の発言，市町村が反対している介護保険をな
ぜ実施しようとするのかとの小沢自由党党首の
発言等がありました。
　このような見直し論の背景として，前回の衆
議院議員選挙（平成 8年10月）から 3年近くを
経過した平成11年において，平成12年 4 月とい
う介護保険の施行時期は衆議院の解散総選挙を
意識せざるを得ない状況がある中で，景気回復
を最優先課題とした小渕内閣にとって介護保険
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料という国民に新たな負担を課す介護保険制度
の導入は，景気回復に水を指すのではないかと
いう懸念があったのではないかという指摘があ
ります。
　こうした政界の動きに対して，市町村は施行
実施の動きに強く反発し，市民団体や多くのマ
スコミからも，延期論は無責任との意見が出さ
れました。
　その後，議論の焦点は「実施延期論」から
「保険料負担の延期や軽減」に移り，自民党・
自由党との連立政権に向けて検討してきた公明
党は，高齢者から徴収する第 1号保険料に何ら
かの軽減措置が講じられないかについて検討を
続け，当面は在宅介護サービスに対応した保険
料の徴収にとどめ，施設介護は公費等の負担に
より実施すべきとの方針を打ち出した上で，連
立政権に参加し，自民党においても保険料を軽
減すべきとの方向が出されるようになりました。
　そうした中で，平成11年10月の自民・自由・
公明 3党連立政権発足に伴う政策合意では，
「介護については，平成12年 4 月から新しい制
度を円滑に実施するために，高齢者の負担軽減，
財政支援を含めた検討を急ぎ，10月中のとりま
とめを目指す。その際，税，社会保険料全体と
しての家計負担への影響に配慮する」とされま
した。また，当時の自民党の施策責任者である
亀井政調会長は，「子どもが親の面倒をみる美
風を損なわない配慮が必要」として，家族介護
への現金給付を認めるべきとの発言をし，自由
党は，相変わらず税方式を主張して介護保険料
徴収に反対し，公明党も保険料は在宅サービス
分にとどめるべきとの主張を繰り返しました。
　本連載は，できるだけ，わが国の介護・医療
に関する施策・制度の変遷を事実に即して淡々
と記述するとの方針で対応してきました。しか
し，こうした介護保険制度の実施直前の与党の
対応をみていると，政権を構成する政党の組み
替えがあったとはいえ，その実施直前の時期に，
法律の根幹を揺るがしかねないような議論が与
党内で展開されたことには，違和感を抱かずに
はいられない感じもしてきます。
　結局，11月に，政府は，介護保険法の円滑な
実施に向けての「特別対策」を発表しました。
その概要は以下のとおりです。
　○ 高齢被保険者（第 1号被保険者）の保険料

は，施行後半年間は徴収せず，その後の 1
年間は保険料を半額にする。

　○ 医療保険者が医療保険料に上乗せして徴収
し納付する，40～64歳（第 2号被保険者）
の保険料については，その 1年分を国が医
療保険者に財政支援する（財政的に厳しい
健康保険組合や市町村国保に重点的に措
置）。

　○ 訪問介護サービスについて，介護保険法施
行前に利用していた人は，激変緩和の観点
から，施行後 3年間は利用者負担は 3％と
し，その後段階的に 5年後に 1割負担にす
る。

　　 社会福祉法人による，利用者負担の減免を
行う。

　○ 家族介護への現金給付については，家族介
護慰労金という形で国が予算措置を行い，
市町村長の判断で，かつ介護保険給付とは
別枠で行う（支給額は10万円）。ただし，
住民税非課税世帯であり，要介護 4または
5の者であり，短期間のショートステイを
除き介護保険サービスを利用しない者の介
護者に限る注2）注3）。

6 　介護保険制度の実施
　平成12年 4 月 1 日，介護保険制度は実施され
ました。平成12年の 4月 1日および 2日は土曜
日および日曜日でしたが，厚生省においては，
市町村などとの緊急連絡に対応するため関係職
員が待機し，翌 3日には，老人保健福祉局に介
護保険緊急即応窓口を設置し，市町村からの緊
急の疑問や照会に対応できる体制を整備しまし
た。

7 　介護保険制度創設の意義と課題
　介護保険制度の実施準備においては，要介護
認定の基準やシステムの整備，介護報酬の制定，
市町村事業計画の策定準備等，様々な作業が行
われましたが，これらの動きに触れると，「介
護保険制度の創設とその経緯」に関する記述が
あまりにも長くなるため，この後，介護保険法
の改正等について説明する際に，これらの事項
についても，必要に応じ触れていきたいと思い
ます。
　この項の最後に，介護保険制度創設の意義と
限界について触れたいと思います。
　まず，第一に，高齢者介護の分野に社会保険
の考え方を持ち込んだことにより，それまでの
措置制度における様々な制約を取り払い，今後



―　 ―54

第65巻第13号「厚生の指標」2018年11月

の高齢者介護需要の増大に対応した介護サービ
スを提供できる制度を構築したことは，介護保
険制度の最大の意義であると思われます。現在
の時点で，介護保険制度が創設されておらず，
従来の制度のままであったら，わが国の高齢者
介護はどうなっていたか，それを考えると，21
世紀初めに介護保険制度がスタートしたことの
意義は大変大きいと思います。
　具体的には，増税に対して拒否反応が示され
がちであるわが国において，高齢者介護サービ
スのみに使われる介護保険料という新しい財源
を確保できたという財源面，NPOや民間企業
による提供を認めることによる在宅介護サービ
スの提供者の拡大というサービス提供面，要件
に該当さえすれば介護サービスの受給が認めら
れるという受給者側の権利を保障したこと等が
挙げられます。
　第二に，ただ，社会保険制度では給付として
対応できることの限界があることも事実です。
例えば医療においては，予防や疾病対策は，医
療保険ではなく，保健事業として実施されてい
ます。この保健事業については，医療保険の保
険者により実施されているものもありますが，
そもそもこれらの対策は公衆衛生対策として始
まった長い歴史があります。
　高齢者介護においても，同様の問題がありま
す。介護が必要になる前に対策をとれば要介護
になることを遅らせることができるという「介
護予防」です。介護保険法においては，常時介
護を要すると見込まれる「要介護者」だけでな
く，要介護となるおそれがある状態である「要
支援者」にも給付が行われます。これは，要介
護までにはなっていないが日常生活に支障のあ
ると見込まれる者がいることに着目しての対応
ですが，給付対象者の範囲をかなり広くとって
いるということでもあります。従来の高齢者福
祉制度において，かなり広い範囲の高齢者に
サービスを提供していたことを踏まえ，こうし
た対応がされたのですが，それでも介護保険の
給付の対象にならない者がいました。そして，
これらの者については，要介護状態になること
を防止するという観点から，「介護予防・生活
支援事業」として，政府の予算措置により設け
られました。内容としては，生活支援事業（配
食サービス事業等）と介護予防・生きがい事業
（介護予防教室の開催等）から構成され，市町
村がメニューを選択して行う事業でした。この

介護予防・生活支援事業は，のちに，介護保険
法改正により，介護保険法上の「地域支援事
業」として位置づけられています。そして，こ
の地域支援事業は，現在，さらに発展・拡大を
続けています。その意味で，介護保険は，保険
給付とすることは必ずしも適切でない高齢者介
護ニーズに対しても「事業」として対応する制
度になってきているのです。
　第三に，医療との関係です。介護保険制度の
創設の趣旨の 1つが，わが国の高齢者介護施策
の遅れにより，本来福祉で対応すべき高齢者ま
で医療で対応してきた（社会的入院）ことに伴
う高齢者医療費の急増を抑制するということに
あった以上，医療保険とは別制度にするという
ことは当時の政策担当者にすれば当然の対応
だったのかもしれません。また，医療保険と別
制度とすることにより，要介護認定等の介護保
険独自の仕組みも導入することができたという
こともあります。
　しかし，要介護高齢者はしばしば介護と同時
期に医療を受けているという点からは，同じ高
齢者に対して医療と介護サービスがばらばらに
提供されるということは好ましいことではあり
ません。この問題は， 1つには，介護療養型医
療施設の問題として，もう 1つは医療と介護の
連携として，問題になります。このうち前者に
ついては，医療法改正との関係がありますので，
本連載の次回で説明します。
　第四は，市町村ないしは地方自治の問題です。
ここまで述べたように，政府の介護保険の保険
者を市町村にするとの案に対し，市町村側は，
介護保険が第二の国保になることをおそれて猛
烈に反対し，そのため，政府は，市町村が困る
ことのないよう，財政面で大きな支援を行うと
ともに，事務処理面についても，例えば，要介
護認定の基準および手続きを決めるだけでなく，
一次判定についてコンピューターソフトを作
成・配布する等，国は市町村の事務負担軽減の
ために様々な措置を講じました。こうした措置
は，社会保険であることや国が財政支援をする
以上，統一的基準による対応が必要という面も
ありますが，市町村への配慮という側面もあっ
たのです。
　いずれにしても，その結果，介護保険につい
ては，市町村が保険者といっても，制度運営に
おける市町村自身の裁量は，第一号被保険者の
保険料の決定や介護保険事業計画の策定等に限
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られるようになっています。
　わが国の福祉は，もともと，機関委任事務に
より，国が運営基準を細かく定め，市町村はそ
の基準に従い制度運営をすればいいという事務
処理のかたちをとっていました。そのため，市
町村自身が「自治体」として自らの力で事業を
つくり運営していくという経験に乏しい面があ
ります。また，市町村職員の採用はほとんど一
般職員に限られ，専門家がほとんどいません。
人事も，職員は，一般的には広く様々な部署に
異動し，専門化は志向されていません。医療介
護に関しては，専門職員といえば，保健所長で
ある医師と保健師ぐらいなものです。
　こうしたわが国の市町村の状況から，介護保
険制度創設時には，市町村自身が，専門的能力
の必要な事務についてはこれを拒むような対応
をしてきました。介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）という資格ができたのも，こうした専
門職員が市町村にいないという状況を背景とし
たものです。
　そのため，最近，地域包括ケアシステムや医
療と介護の連携といった市町村自身の知恵と工
夫が必要な取り組みに，市町村職員自身が困惑
しているという状況が生まれています。もちろ
ん，そうした状況にあって，知恵と工夫を凝ら
して頑張っている市町村も少なからずあります
が，そうでない市町村の方が圧倒的に多いのが
実情です。

　ともかく，こうした課題を抱えながらも，介
護保険制度はスタートしました。

注 1）　介護保険制度史研究会（2016）：376-397．
注 2）　和田勝（2007）：101-106．
注 3）　介護保険制度史研究会（2016）：601-655．
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